
  

      

 

報道関係者 各位 

 

 

 

 

平成 29 年度宮城県最低賃金の改正答申について 

～24 円引上げ（引上げ率 3.21％）～ 

  

  宮城地方最低賃金審議会（会長 赤石
あかいし

 雅
まさ

英
ひで

 公認会計士）は、本年 7

月 11 日、宮城労働局長（北條
ほうじょう

 憲一
けんいち

）から「宮城県最低賃金の改正決定に

ついて」の諮問を受け、宮城県最低賃金専門部会を設置し調査審議を重ねて

きましたが、8 月 4 日に結論をまとめ、宮城労働局長に対し「時間額 772 円」

とする旨の答申を行いました。 

この「時間額 772 円」は、現行の宮城県最低賃金（時間額 748 円）を「24

円」引き上げるもので過去最高の引き上げ額となります。 

今後は、この答申を受け、異議申出の公示などの諸手続きを経て、宮城県

最低賃金が決定されることとなります。（発効予定日―10 月 1 日） 

≪参考≫ 

 平成 28 年度は、7 月 11 日諮問、8 月 9 日答申、10 月 5 日発効。 

≪参考資料≫ 

 ○ 宮城県最低賃金の推移（表、グラフ） 

 ○ 昨年度（平成 28年度）地域別最低賃金の審議・決定状況（表） 

平成２９年８月４日 

宮城労働局労働基準部賃金室 

 賃 金 室 長 大町  恭 

 地方賃金指導官 髙橋 喜治 
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年度 日額（円） 時間額（円） 引上額（円） 引上率（％） 発効年月日

H５ 4,305 540 17 3.09 10月1日

H６ 4,408 554 14 2.39 10月1日

H７ 4,514 569 15 2.40 10月1日

H８ 4,613 581 12 2.19 10月1日

H９ 4,721 591 10 2.34 10月1日

H10 4,811 602 11 1.91 10月1日

H11 4,856 607 5 0.94 10月1日

H12 4,897 613 6 0.84 10月1日

H13 4,932 617 4 0.71 10月1日

H14 617 0 － 10月2日

H15 617 0 －

H16 619 2 0.32 10月1日

H17 623 4 0.65 10月1日

H18 628 5 0.80 10月1日

H19 639 11 1.75 10月20日

H20 653 14 2.19 10月24日

H21 662 9 1.38 10月24日

H22 674 12 1.81 10月24日

H23 675 1 0.15 10月29日

H24 685 10 1.48 10月19日

H25 696 11 1.61 10月31日

H26 710 14 2.01 10月16日

H27 726 16 2.25 10月3日

H28 748 22 3.03 10月5日

H29 772 24 3.21 10月1日

宮城県最低賃金の推移

日

額

廃

止 
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単位：円 

日額（宮城県） 

時間額（宮城県） 

時間額 

（全国加重平均） 



Ａ 東  京 907 932 25 H28.10.1
Ａ 神奈川 905 930 25 H28.10.1
Ａ 愛　知 820 845 25 H28.10.1
Ａ 大　阪 858 883 25 H28.10.1
Ａ 千　葉 817 842 25 H28.10.1
Ｂ 埼　玉 820 845 25 H28.10.1
Ｂ 静　岡 783 807 24 H28.10.5
Ｂ 三　重 771 795 24 H28.10.1
Ｂ 滋　賀 764 788 24 H28.10.6
Ｂ 栃　木 751 775 24 H28.10.1
Ｂ 広　島 769 793 24 H28.10.1
Ｂ 富　山 746 770 24 H28.10.1
Ｂ 兵　庫 794 819 25 H28.10.1
Ｂ 京　都 807 831 24 H28.10.2
Ｂ 茨　城 747 771 24 H28.10.1
Ｂ 長  野 746 770 24 H28.10.1
Ｃ 岡　山 735 757 22 H28.10.1
Ｃ 群　馬 737 759 22 H28.10.6
Ｃ 山　口 731 753 22 H28.10.1
Ｃ 山　梨 737 759 22 H28.10.1
Ｃ 石　川 735 757 22 H28.10.1
Ｃ 香　川 719 742 23 H28.10.1
Ｃ 奈　良 740 762 22 H28.10.6
Ｃ 福　岡 743 765 22 H28.10.1
Ｃ 宮　城 726 748 22 H28.10.5
Ｃ 岐　阜 754 776 22 H28.10.1
Ｃ 新　潟 731 753 22 H28.10.1
Ｃ 北海道 764 786 22 H28.10.1
Ｃ 福　井 732 754 22 H28.10.1
Ｃ 和歌山 731 753 22 H28.10.1
Ｄ 徳　島 695 716 21 H28.10.1
Ｄ 大　分 694 715 21 H28.10.1
Ｄ 島　根 696 718 22 H28.10.1
Ｄ 福　島 705 726 21 H28.10.1
Ｄ 愛　媛 696 717 21 H28.10.1
Ｄ 鳥　取 693 715 22 H28.10.12
Ｄ 佐　賀 694 715 21 H28.10.2
Ｄ 山　形 696 717 21 H28.10.7
Ｄ 岩　手 695 716 21 H28.10.5
Ｄ 高　知 693 715 22 H28.10.16
Ｄ 熊　本 694 715 21 H28.10.1
Ｄ 鹿児島 694 715 21 H28.10.1
Ｄ 秋　田 695 716 21 H28.10.6
Ｄ 青　森 695 716 21 H28.10.20
Ｄ 宮　崎 693 714 21 H28.10.1
Ｄ 長　崎 694 715 21 H28.10.6
Ｄ 沖　縄 693 714 21 H28.10.1

全国加重平均 798 823 25

平成28年度地域別最低賃金の改定状況

27年度改定金額 28年度改定金額目安
ランク 都道府県名 発効日引上げ額


